
寒河江市イメージキャラクターチェリン
キャラクター使用マニュアル

寒河江市観光キャンペーン推進協議会



寒河江市イメージキャラクターチェリンのイラスト

及び写真の使用にあたっては、寒河江市イメージ

キャラクター使用取扱要綱に則って正しく使用して

ください。
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１．使用申請手続きについて
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①使用手続きの流れ
必ず事前に使用申請を行い、その承認を受けてください。（個人利用を除く）
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※申請処理に要する期間は、申請内容により、約１週間～10日程度かかりま

す。また、デザインや申請内容に修正が必要な場合は、追加で期間を要する

場合もございますのでご了承ください。
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申請フォーム
（https://s-kantan.jp/city-sagae-yamagata-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=4432&accessFrom=offerList）

https://s-kantan.jp/city-sagae-yamagata-u/profile/userLogin_initDisplay.action?nextURL=CqTLFdO4voaUqlFGpPvOZzQ9f2VYJzSnVtXuWY28Gc%2Bhg%2BH3td1tQKcr8HR1NGXfOUqd2Pf5VCPa%0D%0AFhaxz8y7UCtg64YQTlKzNQUdN%2FonW8K%2Bosshbbmm0oKk8K%2FK9rQaKQIObb105bk%3DIXwBVcHJijc%3D%0D%0A


①申請に必要な書類と提出先

・寒河江市イメージキャラクター使用承諾申請書（記入例は次のページ☆）

・図案・原稿等デザインの分かるもの

寒河江市イメージキャラクター使用取扱要綱や申請様式は、
寒河江市のホームページよりダウンロードできます。
（https://www.city.sagae.yamagata.jp/sagae/imagecharacter/cherringazoriyo.html）

提出先 〒991-8601 山形県寒河江市中央一丁目9-45

寒河江市さくらんぼ観光課 観光振興係

TEL：0237-85-1682／FAX：0237-86-7100

MAIL：johokanko@city.sagae.yamagata.jp
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https://www.city.sagae.yamagata.jp/sagae/imagecharacter/cherringazoriyo.html


使用申請書の記入例

✛申請書は市ホームページよりダウ

ンロードできます。

✛記入例を参考に、赤字部分を記入

してください。

✛デザインが分かる図案・原稿等を

添付してください。

✛ご不明な点がある場合はお気軽に

お問い合わせください。
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使用申請の際に添付する
デザインが分かる図案や原案について

チェリンのイラストや写真をどのように使用するかが具体的に分かるも
のを提出してください。

（例）仕様書、企画書、見本品の写真、デザイン案など

チェリンを使用した商品等が完成したら、速やかに提出してください。

ただし、完成品の提出が困難である場合は、その形状が分かる写真の提
出でも可能です。

完成品の提出について
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②使用承諾できない場合

✛市及びキャラクターのイメージを損なう、または損なうおそれのある

場合

✛自己の商標や意匠とする等、独占的に使用する、または使用するおそ

れのある場合

✛特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援する、または公認している

ような誤解を与える、又は与える恐れのある場合

✛法令若しくは公序良俗に反する、または反するおそれのある場合

✛個人利用を除き、使用承諾を受けないで使用する場合

✛以上のほか、キャラクターの使用が著しく不適当と認められる場合
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③留意事項

✛承認された目的及び使途に限りキャラクターを使用し、市長が指示す

る条件に従うこと。

✛使用者がキャラクターの使用によって第三者に与えた損害又は損失に

ついて、市は損害賠償その他の法律上の責任を一切負いません。

✛キャラクター使用の承諾によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡

又は継承しないこと。

✛商標登録、意匠登録、その他著作物に関する自己の利益の登録をしな

いこと。
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④Q&A

キャラクターの使用料はかかりますか。Q1

A1 使用料は無料です。

Q2

A2

個人がキャラクターを使用する場合、使用申請は必要ですか。

個人利用の場合は、申請手続きは不要です。

Q3

A3

一度承認をもらえればずっと使用できますか。

申請書に記載の使用期間内での使用となります。また、その上限は

承諾を受けた日から２年間です。

使用期間内にデザインや使用期間を変更する場合は、変更申請が必

要です。
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Q4

A4

以前承認を受けたデザインをもう一度使いたいのですが、申請手続

きは必要ですか。

使用期間を経過しているものを再度使用する場合は、改めて申請手

続きを行ってください。

Q6

A6

イベントのポスターの制作のほかに、当日のパンフレットの制作も

したいのですが、まとめて申請できますか。

使用目的や使用期間が同じ場合は、まとめて申請していただけます。

異なる場合はそれぞれで申請してください。

Q5

A5

学校での授業の教材にキャラクターを使用することはできますか。

外部に公開したり、一般の方がご覧になる場合は申請が必要ですが、

内部のみで使用する場合は申請せずに使用していただけます。
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２．デザインについて
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①色の指定
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：カラーで使用する場合は、指定色を遵守してください。

※単色やラインのみで使用する場合は指定のイラストデータを使用してください。



②基本デザイン
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③デザイン利用の禁止事項

✖色を変える ✖変形・比率を変える

指定色以外の色は使用しないでください。 縦横の比率は変更しないでください。



17

✖バランスを変える
✖カラーのチェリン
を白黒印刷する

スタイルや表情を変えないでください。 単色で使用する場合は、
指定のイラストデータをご利用ください。
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④宣材写真

バストアップ① バストアップ②
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全身① 全身② 全身③
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全身④ 全身⑤
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⑤キャラクター使用の際の注意事項

キャラクターを使用する際には、イラストまたは写真と併せて、「寒河江
市イメージキャラクター チェリン」と表記してください。フォント及び
フォントサイズについては、特に指定はありません。

寒河江市イメージキャラクター
チェリン


